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仕事に対する基本姿勢 

会計管理者は、長の補助機関として地方公共団体の会計事務を行いますが、主な業務は「現 

金、有価証券、物品の出納・保管」「支出負担行為の確認及び支出命令の審査」「決算の調整・ 

長への提出」であり、これらの業務の執行は、会計管理者の補助組織である出納室が担って 

おります。 

私をはじめ出納室の職員は、市民・事業者の皆さんから納めていただいた税金をはじめと 

する公金の重要性を認識し、収納・支出を行うときに、法律・条令で定められているとおり 

正しく事務処理がなされているか厳正な審査を行い、正確かつ迅速な会計事務の執行に努め 

てまいります。 

 また、公金の管理や運用についても適正に行い、安全確実かつ有利な方法で運用するなど、 

市民の皆さんから信頼されるよう組織一丸となって業務に取り組んで参ります。 

平成２９年度の振り返り 

・平成２９年度は、出納員印を所有している所属全てに直接出向き、通常の公金出納事務の 

検査に加え、出納員印の保管状況についても検査し、公金・公印について適正に取り扱う 

よう指導いたしました。また、出納員印保管状況報告書の様式の見直しを検討し、より適 

正な出納事務が行えるよう事務の改善を行いました。 

・日常の審査においても、常に関係法令を確認し、また、監査委員による支出証書類の検査 

結果なども踏まえ、各部局に対し必要な指摘・指導するとともに、公金（現金）の適正な 

取扱いについて「公金取扱いマニュアル」による周知、指導を行い、適正な会計事務の執 

行に努めました。 

・市金庫について、指定金融機関と業務に掛かる経費について協議を行い、経費の発生を抑 

制するため金融機関からの派遣業務時間を短縮することとし、短縮した時間は出納室職員 

が窓口対応するように体制を組み対応しました。このように出納室のチーム力により歳出 

の発生を抑制するとともに、市民サービスが低下することがないように努めました。 

・指定金融機関・収納代理金融機関の検査を行い、公金収納事務の適正化を図りました。 
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・公金運用については、債権債務の相殺によって預金保護が可能な金融機関での運用を基本 

に、利率照会をするなど競争原理の活用により、安全確実かつ効果的な運用に努めました。 

・インターネットを活用した支払情報検索システムの利用促進を図り、債権者の利便性の向 

上や出納事務の効率化、費用の削減等の改善を引き続き図りました。 

平成３０年度に取り組む重点課題 

１ 信頼性の向上 

・収入・支出関係書類の審査においては、常に会計法令を遵守して適正に予算執行が行われ 

ているか厳正な審査を行います。また、担当課はもとより、監査、法制担当などとも十分 

に連携調整しながら、正確な予算執行業務を通じて市政に対する信頼性のより一層の向上 

に努めます。 

２ 会計事務能力の向上 

・市役所全体で法例遵守と公金取扱いの重要性の認識を深め、正確かつ迅速な会計処理を行 

えるよう、「会計事務の手引き」に基づいた取扱いを徹底するなど、会計事務能力のより一 

層の向上に努めます。また、先進事例の研究や監査から指摘があった審査事例の検証など 

の職場研修を実施して、日々、出納室職員の会計事務能力の向上にも取り組みます。 

３ 公金の適正かつ安全な管理と運用 

・市民の貴重な財産である公金（歳計現金、歳入歳出外現金、基金及び一時借入金）の管理 

及び運用については、「東大阪市公金管理・運用基準」に従い、安全第一を基本に確実かつ 

有利な方法により管理し、効率的な資金運用を行います。また、今後の景気動向・金融情 

勢・各自治体の状況を見ながら、安全・確実かつ有利な方法を基本としながら、運用方法 

について研究いたします。 

・「公金取扱いマニュアル」の内容を市役所全体に周知し、不祥事や現金事故の防止に努めま 

す。また、直接各所属に出向いての検査も充実します。 

４ 事務の効率化 

・日々の業務を通じて会計事務を点検し、非効率な事務や不合理な事務がないか改めて確認 

します。また、インターネットを活用した支払情報検索システムの利用促進などを進め、 

積極的により一層の事務の効率化、迅速化に取り組みます。 
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